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報告事項３（周知・報告） 

新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

標記について、次のとおり報告する。 

令和３年10月25日 



（令和３年９月２７日（前回報告後）以降、１０月１９日現在）

学校名 臨時休業期間 感染の状況（※１） 感染確認日

東住吉支援学校 ９月27日（月） 生徒１名 ９月26日（日）

貝塚高等学校 ９月27日（月）～９月29日（水） 生徒１名 ９月27日（月）

交野高等学校 ９月30日（木）～10月２日（土） 生徒１名 ９月29日（水）

豊島高等学校 10月１日（金）～10月２日（土）：学級閉鎖（１） 生徒１名 ９月29日（水）

門真西高等学校 10月３日（日）～10月４日（月） 生徒１名 10月２日（土）

東淀川支援学校
10月３日（日）　　　　　　　　：全学年
10月４日（月）～10月５日（火）：高等部１年学年閉鎖

児童生徒２名 10月２日（土）

信太高等学校 10月４日（月） 生徒１名 10月３日（日）

住之江支援学校 10月６日（水） 児童生徒１名 10月５日（火）

枚方支援学校 10月８日（金） 児童生徒１名 10月８日（金）

（令和３年度　４月から９月）

　小学校

　中学校

府立学校における新型コロナウイルスへの感染による臨時休業の状況

市町村立学校での臨時休業及び陽性者の状況について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※２）義務教育学校については、前期課程は小学校に、後期課程は中学校に含む。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※１）大阪市、堺市を除く、４１市町村の状況

・臨時休業期間中や不安を感じて登校しない児童生徒等に対して、規則正しい生活習慣を維持すると
　ともに、学習に著しい遅れが生じることがないよう、１人１台端末も活用し、オンラインを用いた
　学びの保障等を実施。

●府立学校における臨時休業期間中等における学びの保障等について

・新型コロナウイルス感染症への不安を感じて登校しない場合は、欠席扱いとしないこと等について
　周知徹底。

　　　（※１）「感染の状況」は感染者を確認し臨時休業を実施もしくは延長を行った日の状況
　　　（※２）　令和２年度の数値は令和２年６月１日からの集計分
　　　（※３） 臨時休業した学校以外の幼児児童生徒、教職員、その他の陽性者も含めた合計数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

１３７校 ６６校 １６校 ３７校 １４３校 １５０校 ５校 ５５４校 ２２５校 ７７９校

幼児児童生徒 １５５名 ５９名 １３名 ５１名 ２２４名 ２１６名 ６名 ７２４名 ２８１名 １００５名

教職員　　　　 ２７名 １２名 ３名 ４名 １３名 ６名 ０名 ６５名 ３８名 １０３名

その他　　　 １名 １名 ０名 ０名 ０名 ２名 ０名 ４名 ２名 ６名

計 １８３名 ７２名 １６名 ５５名 ２３７名 ２２４名 ６名 ７９３名 ３２１名 １１１４名

４０４名 １７１名 ３１名 １７０名 １０５４名 ６６９名 ３３名 ２５３２名 ６５２名 ３１８４名

臨時休業した学校数　

令和３年度
令和３年度計

令和２年度計
（※２）

合計

臨時休業に
伴う
陽性者数計

陽性者報告実数（※３）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計

学校閉鎖（のべ学校数） 39 14 3 13 20 83 172 校

学年閉鎖（のべ学年数） 12 3 1 0 12 28 56 学年

学級閉鎖（のべ学級数） 34 16 19 15 5 59 148 学級

児童陽性者報告数 320 名 184 名 27 名 98 名 1039 名 768 名 2436 名

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計

学校閉鎖（のべ学校数） 38 13 3 11 29 57 151 校

学年閉鎖（のべ学年数） 4 2 0 0 3 31 40 学年

学級閉鎖（のべ学級数） 20 16 7 9 3 41 96 学級

生徒陽性者報告数 260 名 123 名 19 名 87 名 638 名 517 名 1644 名
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府立学校における今後の教育活動について

１ 授業
・ 分散登校 短縮授業 行   通常形態（1教室40人まで）を継続
    不安を感じて登校しない児童生徒等については、オンライン等を活用
して十分な学習支援を実施

・ 毎日の健康観察や基本的な感染症対策を実施
２ 修学旅行等 泊 府県間 移動 伴 行事
・ 感染防止対策を徹底したうえで実施

３ 学校行事（文化祭 体育祭）
・ 来場者（保護者等）も含めて感染防止対策を徹底したうえで実施
４ 部活動
・ 感染防止対策を徹底したうえで実施
・ 部活動前後  生徒      飲食 控       更衣時 身体的距離 確保    指導

５ 感染者 確認   場合 臨時休業 学級閉鎖等
・ 陽性者 確認   場合 学校全体 臨時休業とするとともに、保健所の疫学調査 協力
・ 保健所による検査対象者の決定後、検査結果判明まで検査対象者の所属する学級等を閉鎖

● 市町村立学校及 私立学校     、府の対応を参考として送付

10月25日以降     行    府立学校における教育活動の制限は行       、具体的には
以下のとおりとする。

１ 授業
・ 分散登校 短縮授業 行   通常形態（1教室40人まで）を継続
ただし、感染状況等に  不安 感  登校   児童生徒等           等 活用
して十分 学習支援 行 

・ 毎日の健康観察や基本的な感染症対策を徹底する
２ 修学旅行等 泊 府県間 移動 伴 行事
・ 感染防止対策を徹底したうえで実施
ただし 旅行（移動）先 都道府県 大阪   受 入  拒否    場合は、中止または
延期

３ 学校行事（文化祭 体育祭）
・ 来場者（保護者等）も含めて感染防止対策を徹底したうえで実施
４ 部活動
・ 感染防止対策を徹底したうえで実施
・ 部活動前後  生徒      飲食 控       更衣時 身体的距離 確保    指導
・ 発熱 風邪症状   場合 活動  参加 見合     改  指導 徹底
・ 合宿や府県間の移動を伴う練習試合（合同練習を含む）は実施しない
５ 感染者 確認   場合 臨時休業 学級閉鎖等
・ 陽性者 確認   場合 学校全体 臨時休業とするとともに、保健所の疫学調査に協力
・ 保健所による検査対象者の決定後、検査結果判明まで検査対象者の所属する学級等を閉鎖
・ 検査の結果 新  陽性者 判明  場合  学校  感染拡大    保健所 見解を確認
したうえで、学級等の再開を判断

● 市町村立学校及 私立学校      １ ４ 府立学校 同様 対応 要請 ５ 参考と
して対応を通知

10月1日以降 府立学校    教育活動  以下        

【第60回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議（10月21日開催）】 【第59回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議（9月28日開催）】


